
福
井
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 

 

福
井
県
薬
剤
師
確
保
奨
学
金
返
還
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
福
井
県
薬
剤
師
確
保
奨
学
金
返
還
資
金
貸
与
条
例
（
令
和
六
年
福
井
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
医
療
機
関
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
一
号
の
県
内
の
医
療
機
関
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号

も
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
県
を
除
く
。
）
ま
た
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
開
設
す
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て
、
同
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定

す
る
療
養
病
床
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
と
の
合
計
が
四
百
床
未
満
の
も
の
と
す
る
。 

 

（
返
還
資
金
の
貸
与
等
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
の
奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
県
に
お
い
て
実
施
す
る
制
度
で
あ
っ
て
別
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
同
条
の
申
請
を
す
る
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。）
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
申
請
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
県
内
で
薬
剤
師
と
し
て
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
と
す
る
。 

 

（
貸
与
の
申
請
） 

第
四
条 

返
還
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
返
還
資
金
貸
与
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
す
る
。 

 

一 

指
定
医
療
機
関
が
作
成
し
た
書
類
で
あ
っ
て
、
申
請
者
が
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
薬
剤
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
も
の
の
写
し 

 

二 

誓
約
書
（
様
式
第
二
号
） 

 

三 

次
の
い
ず
れ
か
の
書
類 

 
 

イ 

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
の
薬
剤
師
免
許
証
の
写
し 

 
 

ロ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
の
薬
学
部
の
在
学
証
明
書
ま
た
は
卒
業
証
明
書
の
写
し 



 

四 

保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書 

 
（
返
還
資
金
の
額
の
算
定
） 

第
五
条 

返
還
資
金
の
額
は
年
度
ご
と
に
算
定
し
、
八
十
万
円
に
次
項
に
規
定
す
る
各
年
度
の
算
定
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
十
二
で
除
し
て
得
た
額
ま
た
は
各
年
度

に
お
け
る
貸
与
期
間
中
に
奨
学
金
の
返
還
の
債
務
を
履
行
し
た
額
（
当
該
貸
与
期
間
中
に
奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
の
他
の
制
度
に
よ
る
支
援
を
受
け
た

場
合
は
、
当
該
支
援
を
受
け
た
額
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。 

２ 

各
年
度
の
算
定
期
間
は
、
各
年
度
に
お
け
る
貸
与
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
終
了
の
日
の
属
す
る
月
の
前
の
月
（
終
了
の
日
が
当
該
月
の
末
日
の
場
合

は
、
当
該
終
了
の
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
と
す
る
。 

 

（
貸
与
期
間
の
末
日
） 

第
六
条 

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
が
あ
っ
た
場
合 

最
後
に
返
還
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
日
が
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日 

 

二 

奨
学
金
の
返
還
が
終
了
し
た
場
合 
返
還
が
終
了
し
た
日
が
属
す
る
年
度
の
末
日 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
が
経
過
す
る
日 

 

（
保
証
人
） 

第
七
条 

申
請
者
が
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
証
人
は
二
人
と
し
、
独
立
の
生
計
を
営
む
成
年
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
在
職
期
間
の
計
算
） 

第
八
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
薬
剤
師
と
し
て
勤
務
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
指
定
医
療
機
関
に
お

け
る
薬
剤
師
と
し
て
の
勤
務
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
と
す
る
。 

２ 

在
職
期
間
中
に
条
例
第
六
条
第
一
号
ロ
ま
た
は
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
薬
剤
師
と
し
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
の

開
始
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
の
終
了
の
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
を
在
職
期
間
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
し
な
か
っ

た
期
間
が
終
了
し
た
月
に
お
い
て
、
再
び
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
が
開
始
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
を
一
月
と
し
て
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
返
還
資
金
の
貸
与
の
決
定
） 

第
九
条 

知
事
は
、
返
還
資
金
貸
与
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
返
還
資
金
貸
与
決
定
通
知
書
（
様
式
第
三

号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

（
在
職
証
明
書
等
の
提
出
） 

第
十
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
指
定
医
療
機
関
で
勤
務
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
か
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
在
職
証
明
書
（
様
式
第
四
号
） 

 

二 

薬
剤
師
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
剤
師
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
号
イ
の
薬
剤
師
免
許

証
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。
） 

 

（
貸
与
期
間
に
係
る
勤
務
状
況
等
報
告
書
等
の
提
出
） 

第
十
一
条 

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
前
年
度
の
貸
与
期
間
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

勤
務
状
況
等
報
告
書
（
様
式
第
五
号
） 

 

二 

奨
学
金
返
還
状
況
報
告
書
（
様
式
第
六
号
） 

 

（
返
還
資
金
の
額
の
決
定
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
の
内
容
を
審
査
し
、
返
還
資
金
の
額
を
決
定
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
資
金
の
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、
返
還
資
金
貸
与
額
決
定
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
借
用
証
書
の
提
出
） 

第
十
三
条 

被
貸
与
者
は
、
返
還
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
貸
与
を
受
け
た
返
還
資
金
に
つ
い
て
返
還
資
金
借
用
証
書
（
様
式
第
八
号
）
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
他
の
制
度
の
利
用
に
係
る
申
請
ま
た
は
届
出
を
怠
っ
た
場
合
の
返
還
資
金
の
返
還
） 

第
十
四
条 

被
貸
与
者
は
、
条
例
第
七
条
第
三
項
の
申
請
ま
た
は
届
出
を
怠
っ
た
場
合
は
、
既
に
貸
与
を
受
け
た
各
年
度
の
返
還
資
金
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
ま
た
は

届
出
を
行
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
各
年
度
の
返
還
資
金
の
額
と
既
に
貸
与
を
受
け
た
各
年
度
の
返
還
資
金
の
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
返
還
猶
予
の
申
請
） 



第
十
五
条 

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
返
還
資
金
の
返
還
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
返
還
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
返
還
資
金
の
返
還
の
猶
予
を
行
う
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
お
よ
び

返
還
資
金
の
返
還
の
猶
予
を
行
っ
た
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
返
還
猶
予
期
間
」
と
い
う
。）
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
決
定
に
係
る
返
還
猶
予
期
間
を
変
更
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
返
還
猶
予
期
間
変
更
申
請
書
（
様
式
第
十

号
）
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
返
還
猶
予
期
間
の
変
更
を
行
う
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
お
よ
び
変

更
後
の
返
還
猶
予
期
間
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
） 

第
十
六
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
薬
剤
師
の
育
成
の
た
め
の
研
修
で
あ
っ
て
指
定
医
療
機
関
が
県
と
協
議
し
て
策

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
返
還
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
期
間
等
に
係
る
勤
務
状
況
等
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
七
条 

被
貸
与
者
は
、
返
還
資
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
を
免
除
さ
れ
、
ま
た
は
返
還
す
べ
き
額
の
全
部
を
返
還
す
る
ま
で
の
間
、
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で

に
勤
務
状
況
等
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
貸
与
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
条
例
第
八
条
の
規
定

に
よ
る
返
還
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
返
還
の
免
除
の
申
請
） 

第
十
八
条 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
返
還
資
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
返
還
免
除
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
り

知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
返
還
資
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
の
免
除
を
行
う
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し

て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
氏
名
、
住
所
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
九
条 

被
貸
与
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
事
項
等
届
出
書
（
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

一 

氏
名
ま
た
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

 
二 

休
職
し
、
ま
た
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

 

三 
復
職
し
た
と
き
。 

 

四 
保
証
人
の
氏
名
、
住
所
も
し
く
は
職
業
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
保
証
人
が
死
亡
し
た
と
き
、
ま
た
は
保
証
人
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
保
証
人
と
し

て
適
当
で
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
。 

 

五 

指
定
医
療
機
関
に
お
け
る
薬
剤
師
と
し
て
勤
務
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

六 

勤
務
す
る
指
定
医
療
機
関
を
変
更
し
た
と
き
。 

 

七 

奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
の
他
の
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

八 

返
還
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

２ 

被
貸
与
者
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
そ
の
旨
を
届
け
出
る
場
合
に
は
、
同
項
の
変
更
事
項
等
届
出
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

被
貸
与
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
の
相
続
人
ま
た
は
保
証
人
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
二
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
返
還
資
金
の
貸
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



様式第１号（第４条関係） 
（表面） 

 
返還資金貸与申請書 

 
年  月  日     

 
  福井県知事          様 
 
 
 
 

 
申請者  氏名                

 
 
 
 
返還資金の貸与を受けたいので、福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例第３条の規定により、関係書

類を添えて次のとおり申請します。 

 
 
  

ふ り が な 
氏 名 

 
生年月日   年  月  日 

   （満   歳） 

住 所 郵便番号 
                  電話番号   （  ）    

大 学 等 

学 校 名  

学 部 お よ び 学 科     学部    学科 

卒 業 ・ 修 了 年 月 
（在学中の場合は見込）     年    月 

申請時点における

勤 務 先 

勤 務 先 名  

勤 務 先 所 在 地  

薬 剤 師 名 簿 
登 録 番 号 第         号 

薬 剤 師 名 簿 
登 録 年 月 日    年   月   日 

奨 学 金 

奨 学 金 名 学資貸与金・奨学育英資金 
（あてはまるものを○で囲むこと。） 

借 入 総 額     円 

借 入 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

奨学金の返還を 
支援するための 
他の制度の利用 

有・無 
（有の場合、制度の名称：        ） 



（裏面） 

保 証 人 

ふ り が な 
氏 名 ㊞  

生年月日 年   月   日 
年 齢 満   歳 

本 籍  

住 所 
郵便番号   ―         電話番号   （   ） 

職 業  勤  務  先  

年 収 
（ 税 込 み ）  申請者との関係  

保 証 人 

ふ り が な 
氏 名 ㊞  生年月日 年   月   日 

年 齢 満   歳 

本 籍  

住 所 
郵便番号   ―         電話番号   （   ） 

職 業  勤  務  先  

年 収 
（ 税 込 み ）  申請者との関係  

注 １ 「大学等」には、在学している場合には、在学している大学等について記載し、既に卒業・修了し
ている場合には、卒業・修了大学等について記載すること。 

  ２ 薬剤師として勤務していない者は、「勤務先名」欄および「勤務先所在地」欄に「－」を記入する
こと。 

  ３ 薬剤師免許証を取得していない場合には「薬剤師名簿登録番号」欄および「薬剤師名簿登録年月日
」欄に「－」を記入すること。 

 



様式第２号（第４条関係） 

誓 約  書  

私は、返還資金の貸与の決定を受けることとなった上は、福井県薬剤師確保奨学金返還

資金貸与条例および福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則の規定を遵守し、

指定医療機関において薬剤師として勤務することを誓います。  

 

 

年  月  日 

 

申請者  氏名 

 

福井県知事          様 



様式第３号（第９条関係） 
 

返還資金貸与決定通知書 
 
 

第     号 
 

年  月  日 
 
 
          様 

 
 

福井県知事          印   
 
 
     年  月  日付けで申請のあった返還資金貸与申請については、下記のとお
り貸与することに決定したので、福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則（
令和６年福井県規則第 号。以下「規則」という。）第９条の規定により通知します。 
 
 

記 
 
 
  １ 貸与決定番号 
 
 
  ２ 返還資金の額   福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例（令和６年福井県

条例第３６号。以下「条例」という。）第４条第１項および
規則第５条の規定により算定する額 

 
 

  ３ 貸 与 期 間   条例第４条第２項および規則第６条の規定により定める期間 
 
 
 



様式第４号（第１０条関係） 

在職証明書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

申請者 氏名              

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則第１０条の規定により、次のとおり

報告します。 

 

 

勤 務 先 

指定医療機関 

所 在 地   

名 称   

勤 務 開 始 

年 月 日 
     年  月  日から 

証 明 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

     年  月  日 

 

勤務先指定医療機関  所 在 地              

名 称              

管理者の氏名          印   

 



様式第５号（第１１条、第１７条関係） 

勤務状況等報告書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者等  氏名              

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則第１１条・第１７条の規定により、

次のとおり報告します。 

 

勤 務 先 

指定医療機関 

所 在 地   

名 称   

前年度１年間の勤務状況等 

勤 務 期 間 
             年  月  日から 

             年  月  日まで 

上記期間のうち

休職等の期間 

 

休職等の期間の有無 □ 有    □ 無 

 

（休職等の期間がある場合には下記の事由、期間を記載） 

（事由） 

 

（期間）         年  月  日から 

             年  月  日まで 

証 明 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

     年  月  日 

 

勤務医療機関  所 在 地              

名 称              

管理者の氏名          印   

 

注 毎年４月１５日までに提出すること。 

 



様式第６号（第１１条関係） 

奨学金返還状況報告書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者等 氏名              

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則第１１条の規定により、次のとおり

報告します。 

 

奨 学 金 名 
学資貸与金・奨学育英資金 

（あてはまるものを○で囲むこと。） 

（ 前 々 年 度 末 時 点 で の ） 

返 還 残 額 
総額                   円 

前 年 度 に 

返 還 し た 

金 額 
総額                   円 

（ 前 年 度 末 時 点 で の ） 

返 還 残 額 
                     円 

奨 学 金 の 返 還 を 

支 援 す る た め の 

他 の 制 度 の 利 用 

有・無 

   （有の場合） 

    事業の名称：         

    前年度分に支援を受けた額：    円    

 

注 １ 該当事項を証する書類を添付すること（既に提出済のものを除く。）。 

  ２ 毎年４月１５日までに提出すること。 



様式第７号（第１２条関係） 
 

返還資金貸与額決定通知書 
 
 

第     号 
 

年  月  日 
 
 
          様 

 
 

福井県知事          印   
 
 
 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則第１２条第２項の規定に基づき、下
記のとおり返還資金の額を決定したので通知します。 
 

 
記 

 
 
  １ 貸 与 決 定 番 号 
 
 
  ２ 前年度の算定期間       年   月から      年   月まで 
 
 
  ３ 返 還 資 金 の 額                  円 

              



様式第８号（第１３条関係） 

  
収入

印紙 
返還資金借用証書 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号       ）        

住所                    

被貸与者  氏名                印   

 

住所                    

保証人  氏名                印   

 

住所                    

保証人  氏名                印   

 

 

 

   返還資金を次のとおり借用しました。 

 

 

借用年月日 返還資金の額 

年  月  日   金            円 

 



様式第９号（第１５条関係） 

返還猶予申請書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号       ）       

住所                   

被貸与者  氏名                   

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例（以下「条例」という。）第８条の規定によ

り返還資金の返還の猶予を受けたいので、次のとおり申請します。 

返還猶予を受け

よ う と す る 額 
円 

返還資金総額 円 

利 息 額 円 

返還猶予を受け

ようとする期間 
年   月から    年   月まで 

返還猶予の理由 

１ 条例第８条第

１項に該当 

勤務先指定医療機関 

 

２ 条例第８条第

２項に該当 

災害、疾病その他やむを得ない理由を具体的

に記入 

 

 

注 １ 「返還猶予の理由」は、１または２の該当する番号に○を付けるとともに、必要

事項を記入すること。 

  ２ 「返還猶予の理由」の「２ 条例第８条第２項に該当」に該当する場合は、その

理由を証する書類を添付すること。 



様式第１０号（第１５条関係） 

返還猶予期間変更申請書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者  氏名              

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則第１５条第３項の規定により返還資

金の返還猶予期間を変更したいので、次のとおり申請します。 

返 還 猶 予 

期 間 

変 更 前 年   月から    年   月まで 

変 更 後 年   月から    年   月まで 

返 還 猶 予 

期間を変更

し よ う と

す る 事 由 

  

 



様式第１１号（第１８条関係） 

返還免除申請書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

申請者  氏名              

（被貸与者との続柄      ） 

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例（以下「条例」という。）第９条の規定によ

り返還資金の返還の免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

返 還 免 除 を 

受 け よ う と す る 額 
円 

返 還 資 金 総 額 円 

利 息 額 円 

返還免除

の 理 由 

１ ３年間の研修プ

ログラムを修了 

貸与期間：      か月 

在職期間：      か月 

２ その他（条例第

９条第１項第３号

に該当） 

具体的な状況を記載 

 注 該当事項を証する書類を添付すること（既に提出済のものを除く。）。 

 

指定医療機関での在職期間 

在職期間 指定医療機関名 

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

 注 １ 欄が不足するときは適宜付け足すこと。 

   ２ 条例第６条第１号ロまたはハに掲げる事由により薬剤師として勤務しなかった

期間を除くこと。 



様式第１２号（第１９条関係） 

変更事項等届出書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者  氏名              

 

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則第１９条第１項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

届 出 事 項   

届 出 事 項 の

発 生 年 月 日 
年  月  日 

届 出 内 容   

 

 注 届出事項の発生を証する書類を添付すること。 


